
18�平成25年10月号

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

保
険
・
年
金

相　
談

日 場所／相談員 問

２ 社会福祉センター／◯民 ・ ◯人 ・ ◯行

①

３ 彦島公民館／◯民

１０
長府公民館／◯民 ・ ◯行
川中公民館分館／◯民 ・ ◯行

１６ 社会福祉センター／◯民 ・ ◯人 ・ ◯行 ・ ◯社
１７ 安岡公民館／◯民

２４
小月公民館／◯民
勝山公民館／◯民 ・ ◯行

１０ きくがわ総合相談センター／◯人 ・ ◯司 ・ ◯行 ②
２５ 社協豊田支所／◯人 ・ ◯行 ③
１２ 社協豊浦支所／◯心

④１５ 川棚公民館／◯人
２２ 社協豊浦支所／◯行
２１ 豊北保健福祉センター／◯人※・◯行 ⑤
◯民…民生児童委員　　◯人…人権擁護委員
◯行…行政相談委員　　　　※法務局職員も来所
◯司…司法書士　　　　◯社…社会保険労務士
◯心…臨床心理士

月の総合(心
配ごと)相談

10
■日下表の通り
▷社会福祉協議会＝午前１０時～午後３
時▷社協各支所＝午前１０時～正午　※
社協豊浦支所の行政相談は午前９時3０
分～１１時3０分
■問①社会福祉協議会（☎232-2003）
　②社協菊川支所（☎287-4480）
　③社協豊田支所（☎766-3356）
　④社協豊浦支所（☎774-1122）
　⑤社協豊北支所（☎782-1799）

「
行
政
相
談
週
間
」無
料
行
政
相
談
会

　
行
政
相
談
委
員
に
よ
る
相
談
所
で
す
。

●
行
政
相
談
週
間
・
相
談
会（
１０
月
）

■日
■所
①
２
・
１６
日
＝
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

②
１０
日
＝
長
府
公
民
館　
③
１０
日
＝
川

中
公
民
館
分
館　
④
２４
日
＝
勝
山
公
民

館　
⑤
１０
日
＝
社
協
菊
川
支
所　
⑥
２２

日
＝
社
協
豊
浦
支
所　
⑦
２１
日
＝
豊
北

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー　
⑧
２５
日
＝
社
協

豊
田
支
所　
▽
時
間
＝
①
②
③
④
…
午

前
１０
時
～
午
後
３
時
、
⑤
⑦
⑧
…
午
前

１０
時
～
正
午
、
⑥
午
前
９
時
３０
分
～
１１

時
３０
分

●
特
設
行
政
相
談
所
・
一
日
相
談
会　

■日
■所
１０
月
２１
日（
月
）午
前
１０
時
～
午
後

３
時
＝
市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー

■問
市
民
相
談
所（
☎
２３１-

３
７
３
０
）

年
金
・
労
働
問
題
無
料
相
談
会

　
企
業
経
営
に
欠
か
せ
な
い「
ヒ
ト
」に

関
す
る
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
通
じ
て

企
業
の
健
全
な
発
展
を
お
手
伝
い
し
ま

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を

希
望
す
る
方
は
認
定
申
請
を

■対
市
内
に
住
所
が
あ
る
昭
和
２３
年
１１
月

１
日
以
前
に
生
ま
れ
、
日
常
生
活
に
介

護
が
必
要
な
た
め
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ

ス
を
希
望
す
る
方　
■所
介
護
保
険
課
、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各

支
所　
■持
介
護
保
険
被
保
険
者
証

■問
介
護
保
険
課（
☎
２３１-

３
１
８
４
）

障
害
基
礎
年
金
に
つ
い
て
　

　
国
民
年
金
の
加
入
中
な
ど
に
初
診
日

が
あ
る
病
気
や
け
が
な
ど
で
障
害
の
状

態
に
な
っ
た
と
き
、
障
害
認
定
日（
初

診
日
か
ら
１
年
６
カ
月
を
経
過
し
た
日

か
、
そ
の
期
間
内
に
症
状
が
固
定
し
た

日
）に
障
害
等
級
１
・
２
級
に
該
当
し

た
場
合
、
障
害
基
礎
年
金
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
２０
歳
前
に
初
診
日
の
あ
る
病
気
や
け

が
で
障
害
の
状
態
に
な
っ
た
方
は
、
障

害
等
級
の
１
級
か
２
級
に
該
当
す
れ
ば
、

２０
歳
か
ら（
障
害
認
定
日
が
２０
歳
以
降

の
場
合
は
障
害
認
定
日
か
ら
）受
給
で

き
ま
す
。
※
本
人
の
所
得
な
ど
に
よ
り
、

支
給
が
制
限
さ
れ
る
場
合
あ
り

■問
下
関
年
金
事
務
所（
☎
２２２-

５
５
８
７
）、

市
保
険
年
金
課（
☎
２３１-

１
９
３
１
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

国
民
健
康
保
険
の
退
職
者
医
療
制
度

　
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
の
う
ち
、

会
社
や
役
所
に
勤
め
厚
生
年
金
や
共
済

年
金
、
船
員
年
金
な
ど
か
ら
老
齢（
退
職
）

年
金
を
受
け
て
い
て
、
加
入
期
間
が
２０

年（
ま
た
は
４０
歳
以
降
に
１０
年
）以
上
あ

る
方
と
そ
の
扶
養
家
族
は
、
６５
歳
の
誕

生
月（
誕
生
日
が
１
日
の
場
合
は
そ
の

前
日
）ま
で
退
職
者
医
療
制
度
が
該
当
し

ま
す
。
年
金
証
書
が
届
い
て
か
ら
１４
日

以
内
に
、
年
金
証
書
、
保
険
証
、
印
鑑

を
持
っ
て
保
険
年
金
課
、
各
総
合
支
所
、

本
庁
の
各
支
所
へ
届
け
出
を
。

　
退
職
者
医
療
制
度
で
は
、
医
療
費
は

自
己
負
担
金
、
保
険
料
の
他
に
職
場
の

健
康
保
険
な
ど
が
出
し
合
う
拠
出
金
に

よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
届
け

出
が
な
い
と
、
本
来
職
場
の
健
康
保
険

な
ど
か
ら
支
払
う
べ
き
医
療
費
が
国
民

健
康
保
険
の
負
担
に
な
り
ま
す
の
で
、

必
ず
届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

■問
保
険
年
金
課（
☎
２３１-

１
９
３
０
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課　

  

相
　
談

弁
護
士
無
料
法
律
相
談

●
菊
川
総
合
支
所
＝
■日
１０

月
１８
日（
金
）午
後
１
時
～

４
時　
■定
６
人（
先
着
順
）

■申
１０
月
１
日
～
１８
日
に
、
電
話
で
菊
川

総
合
支
所（
☎
２８７-

４
０
０
９
）へ
。

●
市
民
相
談
所
＝
■日
毎
週
月
・
木
曜
日

■定
１２
人（
先
着
順
）　
※
職
員
に
よ
る
一

般
相
談
も
平
日（
午
前
８
時
３０
分
～
午

後
４
時
３０
分
）に
実
施

■問
市
民
相
談
所（
☎
２３１-

３
７
３
０
）

す
。※
申
し
込
み
不
要
、直
接
来
館
を
。

詳
細
は
問
い
合
わ
せ
を

■内
人
事
労
務
管
理
、
年
金
の
相
談
・
請

求
、
年
度
更
新
・
算
定
基
礎
届
な
ど　

■日
１０
月
２２
日（
火
）午
前
１０
時
～
午
後
１

時　
■所
勤
労
福
祉
会
館
３
階（
幸
町
）

■問
産
業
立
地
・
就
業
支
援
課

�

（
☎
２３１-

１
３
１
０
）

労
働
相
談
の
メ
ー
ル
対
応
を

始
め
ま
し
た
！

■対
市
内
在
住
・
在
勤
の
方　
■内
相
談
内

容
を
直
接
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

so�
udan-kinpuku@

poplar.ocn.ne.jp

■問
勤
労
福
祉
会
館（
☎
２２３-

２
１
７
１
）

お
知
ら
せ

ハ
ー
ト
ピ
ア
共
済
に
加
入
し
ま
せ
ん
か

　
月
々
わ
ず
か
な
掛
け
金
で
、
死
亡
、

障
害
、
入
院
、
住
宅
災
害
な
ど
を
保
障

し
、
結
婚
、
出
産
、
銀
婚
、
小
・
中
・

高
校
入
学
祝
い
金
も
給
付
し
ま
す
。

■対
県
内
の
中
小
企
業
の
勤
労
者
で
契
約

発
効
日
の
前
日
に
健
康
な
方　
■内
▼
掛

け
金（
月
掛
）　
▽
１
型
＝
４５０
円　
▽
２

型
＝
９００
円　
▽
３
型
＝
１
５
０
０
円　

▽
４
型
＝
２
０
０
０
円　
▽
高
齢
者
型

＝
４５０
円　
▽
フ
ァ
ミ
リ
ー
型
＝
５００
円　

▼
年
齢
＝
満
１５
歳
～
満
７１
歳（
子
ど
も

は
０
歳
～
満
２５
歳
未
満
）　
■申
山
口
県
勤

労
福
祉
共
済
会
下
関
市
駐
在（
☎
２３３-

０

８
１
０
）へ
。

■問
産
業
立
地
・
就
業
支
援
課

�

（
☎
２３１-

１
３
１
０
）

下
関
市
景
観
賞
の
表
彰
式

　
下
関
市
の
良
好
な
景
観
の
形
成
に
向

け
て
、
下
関
市
景
観
条
例
に
基
づ
き
、

市
民
へ
の
景
観
ま
ち
づ
く
り
に
対
す
る

関
心
の
醸
成
、
活
動
者
の
さ
ら
な
る
意

識
高
揚
を
図
る
た
め
に
実
施
し
て
い
る

「
下
関
市
景
観
賞
」の
表
彰
式
を
、「
都
市

景
観
の
日
」に
行
い
ま
す
。
過
去
の
受


